
『
物
産
景
況
書
』
に
記
さ
れ
た

『
物
産
景
況
書
』
に
記
さ
れ
た
御御おお

種種た
ね
に
ん
じ
ん

た
ね
に
ん
じ
ん

人
参
人
参

　

福
島
県
は
、
会
津
の
御
種
人
参
・
荏え

ご

ま

胡
麻
な
ど
「
地
域
特

産
作
物
」
の
産
地
回
復
の
取
り
組
み
を
本
格
化
さ
せ
て
い

る
。
御
種
人
参
は
、
ウ
コ
ギ
科
ニ
ン
ジ
ン
属
の
多
年
草
で
、

一
般
に
は
「
会
津
人
参
」
「
薬
用
人
参
」
「
朝
鮮
人
参
」
な
ど

と
も
呼
ば
れ
、
主
に
漢
方
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
の
『
物
産
景
況
書
』
に
は
、

明
治
時
代
の
福
島
県
内
に
お
け
る
殖
産
興
業
の
一
事
例
と
し

て
、
品
質
の
良
い
御
種
人
参
の
生
産
や
流
通
を
目
的
と
し
た

若
松
弘
業
会
社
に
関
す
る
記
述
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
会
津

藩
士
属
秋
月
胤か

ず
ひ
さ永

（
悌
次
郎
）
は
、
粗
製
濫
造
さ
れ
て
い
る

御
種
人
参
の
現
状
を
憂
慮
し
、
有
志
者
を
募
っ
て
片
柳
町
（
会

津
若
松
市
御
旗
町
）
に
若
松
弘
業
会
社
を
設
立
し
た
。
同
社

で
の
御
種
人
参
の
栽
培
方
法
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

栽
培
地
は
御お

山や
ま

（
会
津
若
松
市
門も

ん
で
ん
ま
ち

田
町
御
山
）
で
、
夏
の

土
用
の
前
に
馬
糞
や
踏
み
草
を
畑
に
散
ら
し
、
土つ

ち
く
れ塊

を
砕

く
。
秋
の
土
用
に
畦う

ね

を
立
て
平
坦
に
な
ら
し
、
目
板
で
種
を

蒔
く
位
置
を
決
め
、
そ
の
穴
に
種
を
蒔
く
。
穴
の
上
に
薄
く

土
を
掃
い
て
平
ら
に
し
て
藁
を
敷
く
。
覆
い
で
遮
光
し
、
秋

の
土
用
ま
で
雑
草
を
除
去
す
る
。
覆
い
を
取
っ
て
土
用
の

二
十
日
後
に
施
肥
し
、
モ
グ
ラ
・
ヤ
マ
ネ
ズ
ミ
・
ハ
リ
ガ
ネ

ム
シ
（
コ
メ
ツ
キ
類
幼
虫
）
に
よ
る
被
害
に
注
意
す
る
。

　

四
年
目
に
採
取
し
、
茎
を
三
分
程
残
し
て
切
り
、
棕し

ゅ

櫚ろ

タ

ワ
シ
で
洗
い
、
凹
ん
だ
所
の
土
は
竹た

け
べ
ら篦

で
落
と
す
。
根
先
を

上
に
し
て
竹
籠
に
並
べ
、
沸
騰
し
た
お
湯
に
竹
籠
を
入
れ
て

煮
る
。
十
五
分
煮
た
ら
籠
を
引
き
上
げ
て
冷
水
に
浸
し
、
干

場
に
て
御
種
人
参
の
向
き
を
変
え
な
が
ら
三
日
干
す
。
小
根

を
切
り
、
形
を
整
え
て
四
五
日
干
す
と
製
品
が
出
来
る
。

　

御
種
人
参
は
、
根
の
形
状
か
ら
五
等
級
に
分
類
さ
れ
、
す

ら
っ
と
し
た
上
等
生
根
、
ず
ん
ぐ
り
短
い
稀
印
根
、
先
が
二

股
に
な
っ
た
下
等
根
な
ど
が
あ
る
。
御
種
人
参
の
製
品
は
厚

手
の
紙
の
袋
に
入
れ
、
さ
ら
に
湿
気
を
避
け
る
た
め
に
杉
の

木
で
作
っ
た
函
に
入
れ
て
保
管
す
る
。 

（
渡
邉 

智
裕
）
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近
世
初
期
の
米
沢
藩
政
下
に
お
け
る
信

達
地
域
の
在
地
支
配
は
、
十
九
世
紀
初
頭

に
成
立
し
た
『
信
達
両
郡
案
内
記
』
に
よ

り
、
「
四
郡
奉
行
（
信
達
四
郡
役
）
」
と
し

て
知
行
を
与
え
ら
れ
て
い
た
五
つ
の
旧
家

に
よ
っ
て
差
配
さ
れ
て
い
た
と
従
来
の
研

究
で
は
言
わ
れ
て
き
た
。
福
島
の
鈴
木
源

左
衛
門
が
信
夫
郡
、
桑
折
の
佐
藤
新
右
衛

門
が
伊
達
郡
西
根
郷
、
下
保
原
の
渡
部
新

左
衛
門
が
伊
達
郡
東
根
上
郷
、
梁
川
の
堀

江
与
五
右
衛
門
が
伊
達
郡
東
根
下
郷
、
秋

山
の
高
橋
清
左
衛
門
が
伊
達
郡
小お

で手
郷
を

支
配
し
て
い
た
と
い
う
言
説
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
十

月
以
前
の
米
沢
藩
の
発
給
文
書
を
網
羅
的

に
分
析
す
る
と
、
堀
江
の
権
限
が
東
根
上

郷
を
含
ん
だ
東
根
郷
全
体
の
村
々
に
及
ん

で
お
り
、
渡
部
の
存
在
は
当
時
の
古
文
書

か
ら
全
く
確
認
で
き
ず
、
こ
れ
ま
で
の
説

の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

米
沢
藩
長
井
奉
行
の
平
林
正
恒
が
元
和

八
年
二
月
十
八
日
に
死
去
し
、
代
わ
っ
て

保
原
館
将
の
志
駄
義
秀
が
長
井
奉
行
に
就

い
た
。
同
年
十
月
二
十
三
日
に
志
駄
は
、

堀
江
与
五
右
衛
門
尉
と
渡
部
新
左
衛
門
尉

の
両
者
を
「
東
根
大
肝
煎
」
に
任
じ
、
そ

の
知
行
高
と
し
て
両
者
に
二
十
五
石
ず
つ

与
え
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
れ

ま
で
の
東
根
郷
に
お
け
る
支
配
の
枠
組
が

大
き
く
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先

任
の
堀
江
・
新
任
の
渡
部
の
順
で
古
文
書

に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
降
で
は

そ
れ
ま
で
堀
江
が
東
根
郷
全
体
に
有
し
て

い
た
権
限
は
東
根
下
郷
に
限
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
さ
ら
に
志
駄
は
東
根
上
郷
の

権
限
を
堀
江
か
ら
取
り
上
げ
て
渡
部
に
付

与
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
米
沢
藩
内

で
の
権
力
構
造
の
変
化
が
在
地
支
配
に
影

響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
志
駄
が
東
根
上
郷
の
保
原
に
別
邸

を
有
し
て
い
た
こ
と
も
東
根
郷
の
分
割
に

関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
折
紙
は
、
志
駄
の
苗
字
と
義
秀
の

二
重
円
の
黒
印
に
よ
る
組
合
せ
で
、
米
沢

藩
で
は
比
較
的
よ
く
見
ら
れ
る
文
書
様
式

で
あ
る
。
印
文
は
「
繁
昌
」
と
判
読
で
き
、

志
駄
の
家
運
隆
盛
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
渡
邉 

智
裕
）

　

近
世
の
人
々
の
中
に
、
異
様
な
天
文
現

象
に
接
し
た
際
、
記
録
に
残
す
者
も
い

た
。
多
い
例
で
は
彗
星
の
記
述
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
会
津
郡
桧
枝
岐
村
の
星
縫

殿
右
衛
門
が
記
し
た
年
代
記
「
一
代
日
記

并
萬

よ
ろ
ず
お
ぼ
え覚

書が
き

」
（
檜
枝
岐
村
文
書
二
九
一
）

の
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
条
で
は
、

十
二
月
末
か
ら
翌
四
年
正
月
初
め
に
か

け
、
西
に
「
ほ
う
き
星
」
が
現
れ
、
諸
国

で
目
撃
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
ク
リ
ン

ケ
ン
ベ
ル
グ
彗
星
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
禁
裏
様
（
天
皇
）
が
彗
星
を
「
い
な

ほ
し
（
稲
星
）
」
と
名
付
け
た
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
事
実
で
は
な
い
。
一
方
、
彗
星
の

記
述
と
前
後
し
、
寛
保
三
年
諸
国
豊
作
を

挙
げ
て
い
る
点
か
ら
も
、
彗
星
の
稲
穂
を

想
起
さ
せ
る
形
状
か
ら
、
彗
星
・
稲
・
豊

作
と
結
び
つ
け
、
彗
星
を
吉
事
と
捉
え
る

理
解
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
彗
星
な
ど
の
非
日
常
的
な
天
文
現
象

に
対
し
、
庶
民
の
間
で
も
、
社
会
へ
の
影

響
や
出
現
の
因
果
を
気
に
し
て
い
た
。

　

伊
達
郡
町
飯
坂
村
（
現
川
俣
町
）
渡
辺

家
の
日
記
「
累
世
年
鑑
」
（
渡
辺
弥
平
治

家
文
書
（
そ
の
一
）
四
五
一
）
に
は
、
文

化
八
年
（
一
八
一
一
）
秋
冬
の
彗
星
の
記

述
が
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
彗
星
出
現

を
「
水
気
之
顕
れ
候
も
の
哉
」
と
記
し
た

点
で
、
雨
天
が
続
く
気
候
と
関
係
し
、
彗

星
が
出
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
し

て
い
る
。
水
気
の
星
は
、
日
照
不
足
・
不

作
・
多
雨
・
洪
水
と
結
び
つ
き
、
凶
事
と

理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
同
じ
く
渡
辺
家
の
文
政
二
年

（
一
八
一
九
）
「
累
世
年
鑑
」
（
同
家
文
書

四
五
七
）
に
は
、
六
月
頃
の
記
述
で
「
枩ま

つ

前ま
え

江
ヲ
ロ
シ
ヤ
着
之
節
様
ニ
亦
星
光
出

る
」
と
し
、
先
の
文
化
八
年
彗
星
を
引
用

し
彗
星
出
現
を
記
し
た
。
「
ヲ
ロ
シ
ヤ
着
」

は
ロ
シ
ア
海
軍
士
官
ゴ
ロ
ー
ニ
ン
の
千
島

列
島
上
陸
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
他
史
料

で
も
、
文
化
四
年
彗
星
と
文
化
露
寇
・
松

前
騒
動
を
併
記
す
る
例
な
ど
が
複
数
存
在

す
る
。
当
時
陸
奥
国
南
部
は
、
ロ
シ
ア
の

南
下
政
策
の
中
、
松
前
藩
の
梁
川
転
封
や

会
津
藩
の
樺
太
出
兵
が
あ
り
、
市
井
も
緊

張
が
高
ま
っ
た
。
彗
星
出
現
と
外
国
接
近

と
い
う
凶
事
を
見
聞
し
た
庶
民
は
、
両
者

の
関
係
性
を
意
識
し
て
理
解
し
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
み
て
い
る
。

　

近
世
庶
民
の
認
識
で
は
、
彗
星
を
稲
星

の
よ
う
に
吉
事
と
捉
え
る
例
も
あ
れ
ば
、

水
気
星
の
よ
う
に
凶
事
に
近
く
理
解
す
る

見
方
も
あ
り
、
様
々
な
理
解
が
混
在
し
て

い
た
の
が
実
態
で
あ
る
。 

（
小
野 

孝
太
郎
）
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天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
三
月
二
十
八

日
、
会
津
藩
預
地
の
大
沼
郡
喰
丸
村
（
現

昭
和
村
）
の
直
治
（
直
次
）
・
つ
る
（
鶴
）

の
間
に
、
男
の
三
つ
子
（
鶴
松
・
竹
松
・

亀
松
）
が
誕
生
し
た
。
三
つ
子
誕
生
は
す

ぐ
に
会
津
藩
領
で
広
ま
り
有
名
と
な
る
。

　

会
津
郡
熊
倉
村
（
現
只
見
町
）
目
黒
家

の
年
代
記
「
文
政
以
来
萬

よ
ろ
ず
お
ぼ
え覺

書が
き

」
（
『
只
見

町
郷
土
史
資
料
第
五
集
』
）
に
は
、
同
年

閏
う
る
う

三
月
二
十
三
日
、
田
島
代
官
所
が
三
つ

子
誕
生
を
報
じ
、
肥
立
が
良
い
と
あ
る
。

そ
し
て
、
母
つ
る
一
人
で
は
乳
が
足
り
な

い
と
申
し
出
が
あ
っ
た
た
め
、
乳
母
に
な

り
た
い
者
が
い
れ
ば
、
喰
丸
村
名
主
へ
問

い
合
わ
せ
る
よ
う
命
じ
、
乳
母
に
は
授
乳

代
の
手
当
て
が
出
る
と
し
た
。

　

ま
た
、
会
津
郡
桧
枝
岐
村
星
家
の
年

代
記
「
萬
書
留
手て

扣
び
か
え

」
（
檜
枝
岐
村
文
書

二
九
三
）
に
は
、
三
つ
子
誕
生
の
記
述
に

加
え
「
御
褒
美
鳥

ち
ょ
う

目も
く

五
拾
貫
文
被
下
置
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
年
六
月
十
九
日
に

幕
府
か
ら
直
治
ら
へ
与
え
ら
れ
た
養
育
料

五
十
貫
文
（
五
万
文
）
を
指
し
て
お
り
、

三
つ
子
誕
生
に
対
し
て
下
賜
さ
れ
る
幕
府

の
養
育
政
策
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
三
つ
子
と
接
し
た
儒
者
日
尾

荊
山
の
著
『
一
乳
三
男
實
説
并
攷
證
』（
個

人
蔵
）
に
よ
る
と
、
幕
府
の
養
育
支
援
に

加
え
、
統
治
し
て
い
た
会
津
藩
も
次
の
養

育
支
援
を
施
し
た
。
四
歳
ま
で
毎
年
乳
母

手
当
て
（
二
人
分
）
米
四
俵
半
・
金
一
両

二
分
と
養
育
料
金
五
両
を
支
給
、
以
後
も

毎
月
養
育
米
を
下
賜
し
、
困
窮
時
も
支
援

が
あ
っ
た
と
い
う
。
日
尾
に
よ
れ
ば
、
三

つ
子
出
生
の
故
事
を
紐
解
い
て
も
乳
母
二

人
の
下
賜
は
見
当
た
ら
ず
、
前
例
の
な
い

養
育
支
援
と
評
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
天
保
七
年
三
月
七
日
か
ら
の

江
戸
浅
草
寺
念
仏
堂
で
の
圓
藏
寺
虚
空
蔵

菩
薩
開
帳
に
併
せ
、
三
つ
子
も
従
っ
て
傍

ら
に
侍
し
た
。
母
つ
る
が
安
産
祈
願
し
た

虚
空
蔵
菩
薩
ゆ
え
で
あ
る
。
浅
草
で
三
つ

子
に
出
会
っ
た
日
尾
荊
山
は
、
そ
の
経
緯

を
ま
と
め
て
前
書
を
出
版
し
、
こ
れ
に
よ

り
喰
丸
村
の
三
つ
子
と
養
育
支
援
の
手
厚

さ
が
広
く
知
れ
渡
っ
た
の
で
あ
る
。

　

多
胎
出
産
・
養
育
に
は
経
済
的
・
身
体

的
負
担
な
ど
が
大
き
く
の
し
か
か
っ
た

が
、
前
例
の
な
い
養
育
支
援
は
大
き
な
支

え
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。 
（
小
野 

孝
太
郎
）

　

安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
、
二
本
松
藩

九
代
藩
主
丹
羽
長
富
は
子
の
丹
羽
長
国
へ

家
督
を
譲
る
と
の
意
思
を
、
用
人
（
藩
主

側
近
）
黒
田
傳
太
夫
に
伝
え
た
。
当
館
収

蔵
の
「
〔
書
状
〕
」（
広
瀬
静
樹
家
文
書
（
そ

の
一
）
一
二
四
）
で
は
、
同
じ
く
用
人
の

広
瀬
多
六
兵
衛
が
本
件
に
つ
い
て
複
雑
な

心
境
を
吐
露
し
た
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
、
紹
介
し
た
い
。

　

長
富
が
隠
居
を
決
意
し
た
背
景
と
し

て
、
自
身
の
壮
健
を
理
由
に
長
国
は
物
事

を
深
く
考
慮
せ
ず
「
只し

有ゆ
う

」
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
「
御
目
之
被
為
覚
」
よ
う
に
し

た
い
と
の
考
え
が
存
在
し
た
。
一
方
の
長

国
は
、
家
督
相
続
ま
で
数
年
の
猶
予
を
望

ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
家
老

衆
も
長
富
の
隠
居
意
思
を
心
得
て
お
り
、

一
、
二
年
以
内
に
長
国
が
家
督
を
相
続
す

る
の
は
内
定
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
。

　

近
日
中
に
家
督
譲
渡
の
意
向
が
長
富
か

ら
長
国
へ
伝
達
さ
れ
る
と
の
こ
と
を
耳
に

し
た
長
国
は
、
そ
の
詳
細
を
広
瀬
へ
尋
ね

た
。
広
瀬
は
、
相
続
の
延
期
を
目
的
に
言

葉
を
尽
し
て
も
角
が
立
つ
だ
け
だ
か
ら
、

長
富
の
意
思
を
汲
む
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
と

返
答
し
て
い
る
。
前
述
の
通
り
長
富
の
隠

居
は
も
は
や
決
定
事
項
だ
っ
た
が
、
こ
こ

で
の
広
瀬
の
回
答
ぶ
り
は
消
極
的
だ
っ
た

こ
と
に
気
付
く
。

　

実
は
広
瀬
が
長
富
の
藩
主
続
投
を
期
待

し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
消
極
的
返
答
の

原
因
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
い
う
の

も
、
広
瀬
は
史
料
の
後
半
を
使
用
し
て
長

富
が
丹
羽
家
の
家
格
を
上
昇
さ
せ
た
事
績

を
列
挙
し
、
さ
ら
に
は
同
人
の
隠
居
に
つ

い
て
「
御
残
多
き
事
」
と
残
念
が
る
心
境

を
露
わ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

広
瀬
が
こ
こ
で
言
及
す
る
家
格
と
は
、

武
功
に
よ
っ
て
立
身
出
世
す
る
こ
と
が
叶

わ
な
く
な
っ
た
近
世
に
お
い
て
、
大
名
家

の
権
威
を
示
す
重
要
な
要
素
の
一
つ
で

あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
数
多
く
の
大
名
家
で

家
格
を
上
昇
さ
せ
る
た
め
運
動
が
展
開
さ

れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
史
料
に
見
え
る
よ
う

に
、
長
富
は
家
格
の
一
種
で
あ
る
官
職
に

つ
い
て
丹
羽
家
当
主
の
通
例
を
超
え
た
少

将
に
任
官
し
た
こ
と
で
、
丹
羽
家
の
家
格

上
昇
を
成
功
さ
せ
た
。

　

広
瀬
は
長
富
の
か
か
る
事
績
を
大
変
重

要
視
し
、
同
人
の
藩
主
続
投
を
心
の
内
で

は
願
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
思
い

の
強
さ
は
、
長
国
が
家
督
相
続
の
猶
予
を

希
望
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
尤
至
極
」
と

書
き
記
し
て
い
る
点
か
ら
も
窺
い
知
れ
よ

う
。 

（
片
村 

峰
雪
）
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藩
主
の
隠
居
意
思
に
揺
れ
る

　
　
　
　
　
　
　

家
臣
の
心

大
沼
郡
喰く

い

ま

る丸
村
の

　

三
つ
子
誕
生
と
養
育
支
援

〔書状〕（広瀬静樹家
文書（その 1）124）

天保 7 年（1836）5 月刊
『一乳三男實説并攷證』より喰丸村
三つ子の図（斎藤月岑写、個人蔵）



　

大
沼
郡
の
桑
原
村
（
現
三
島
町
）
と
宮

下
村
（
同
）
は
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）

以
来
、
入
会
争
論
を
繰
り
返
し
て
き

た
。
『
三
島
町
史
』
（
一
九
六
八
年
刊
）
に

よ
る
と
、
両
村
の
対
立
は
明
治
十
一
年

（
一
八
七
八
）
の
宮
城
上
等
裁
判
所
の
判

決
に
よ
っ
て
終
結
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
今
年
度
公
開
の
河
越
卿さ

と

家
文

書
（
そ
の
三
）
に
は
、
以
後
も
裁
判
が
続

き
、
最
終
的
に
は
全
く
異
な
る
結
末
だ
っ

た
こ
と
を
示
す
史
料
が
残
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
ず
一
連
の
流
れ
を
整
理
す
る
と
、
両

村
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
入
会
地
の
利
用

方
法
な
ど
を
め
ぐ
り
対
立
を
し
て
き
た

が
、
明
治
時
代
に
至
る
と
入
会
地
の
帰
属

そ
の
も
の
が
争
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

地
租
改
正
の
際
に
、
宮
下
村
が
九
ヶ
所
の

入
会
地
の
う
ち
四
ヶ
所
を
自
村
の
土
地
と

し
て
登
録
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
桑
原
村
は
、
明
治
七
年
に
入
会

地
の
利
用
権
を
求
め
て
福
島
裁
判
所
若
松

支
庁
へ
提
訴
し
た
が
、
審
理
の
結
果
、
同

十
年
に
却
下
と
な
る
。
す
る
と
、
宮
下
村

が
訴
訟
費
用
二
七
一
円
四
十
三
銭
三
厘
の

弁
償
を
求
め
て
桑
原
村
を
訴
え
、
同
年
に

福
島
裁
判
所
若
松
支
庁
が
、
翌
十
一
年
に

は
宮
城
上
等
裁
判
所
が
桑
原
村
に
対
し
て

費
用
の
弁
償
（
一
部
減
額
）
を
命
じ
る
判

決
を
下
し
た
。

　

『
三
島
町
史
』
は
こ
れ
を
以
て
争
論
は

終
結
し
た
と
記
す
が
、
実
際
に
は
桑
原
村

が
大
審
院
へ
と
上
告
し
た
た
め
、
裁
判
は

続
い
て
い
る
。
そ
し
て
明
治
十
二
年
、
大

審
院
は
宮
下
村
の
主
張
す
る
金
額
は
経
費

と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
宮
城
上

等
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
た
。

　

そ
し
て
今
度
は
、
桑
原
村
が
訴
訟
費
用

の
弁
償
を
求
め
て
宮
下
村
を
訴
え
、
明
治

十
三
年
一
月
に
福
島
裁
判
所
若
松
支
庁

が
、
同
四
月
に
宮
城
上
等
裁
判
所
が
宮
下

村
に
対
し
て
費
用
の
弁
償
（
一
部
減
額
）

を
命
じ
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
と
は
反
対

の
展
開
と
な
っ
た
。

　

た
だ
、
こ
の
頃
に
な
る
と
双
方
と
も
長

引
く
裁
判
に
嫌
気
が
さ
し
た
の
か
、
明
治

十
三
年
十
月
十
四
日
に
、
宮
下
村
が
桑
原

村
へ
三
十
六
円
五
十
銭
を
支
払
う
こ
と
で

示
談
が
成
立
す
る
。
こ
う
し
て
、
三
百
年

に
及
ぶ
両
村
の
入
会
争
論
は
、
本
当
の
結

末
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。 

（
山
田 

英
明
）

　

今
年
度
も
昨
年
度
と
同
様
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
に
努
め
な

が
ら
、
諸
事
業
の
実
施
や
資
料
閲
覧
を
提

供
し
た
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

収
蔵
資
料
展
は
三
回
開
催
し
ま
し
た
。

只
見
線
復
旧
応
援
「
奥
会
津
の
古
文
書
―

総
集
編
―
」
は
、
四
月
十
六
日
か
ら
八
月

二
十
一
日
ま
で
の
会
期
で
、
こ
れ
ま
で
五

回
に
わ
た
っ
て
開
催
し
た
展
示
の
総
集
編

と
し
て
奥
会
津
の
代
表
的
な
古
文
書
を
紹

介
し
ま
し
た
。
「
疫
病
に
負
け
る
な
！
―

ふ
く
し
ま
の
近
世
・
近
代
疫
病
史
―
」
は
、

九
月
三
日
か
ら
十
二
月
十
一
日
の
会
期

で
、
ふ
く
し
ま
で
流
行
し
た
疫
病
に
関
わ

る
資
料
を
展
示
し
ま
し
た
。
「
新
公
開
史

料
展
」
は
、
一
月
七
日
か
ら
三
月
二
十
六

日
ま
で
開
催
中
で
、
『
福
島
県
歴
史
資
料

館
収
蔵
資
料
目
録
』
第
五
十
三
集
に
収
録

し
た
三
島
町
の
「
河
越
卿さ

と

家
文
書
（
そ
の

三
）
」
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

移
動
展
で
は
、
九
月
三
日
か
ら
十
月

十
六
日
ま
で
只
見
線
復
旧
応
援
「
奥
会
津

の
古
文
書
―
昭
和
村
編
―
」
を
昭
和
村
の

か
ら
む
し
工
芸
博
物
館
で
開
催
し
ま
し

た
。
ま
た
、
十
月
七
日
か
ら
十
一
月
三
日

ま
で
「
ド
ラ
マ
に
な
っ
た
ふ
く
し
ま
ゆ
か

り
の
人
々
―
五
代
友
厚
・
渋
沢
栄
一
・
古

関
裕
而
―
」
を
福
島
県
立
図
書
館
で
開
催

し
、
十
月
二
十
二
日
に
は
、
福
島
を
生
き

る
講
座
第
四
回
「
史
料
で
読
む
ド
ラ
マ
の

主
人
公
た
ち
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

十
一
月
六
日
の
地
域
史
研
究
講
習
会
で

は
、
中
世
日
本
史
研
究
者
の
野
村
育
世
氏

に
よ
る
「
北
条
政
子
の
鎌
倉
幕
府
」
と
題

し
た
ご
講
演
を
い
た
だ
き
、
当
館
学
芸
員

二
名
に
よ
る
研
究
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

古
文
書
講
座
は
、
七
月
十
日
・
二
十
四

日
・
八
月
七
日
・
九
月
四
日
の
四
回
実
施

し
、
福
島
市
の
「
小
川
清
士
家
文
書
」
に

あ
る
江
戸
時
代
の
町
人
に
関
す
る
古
文
書

を
使
用
し
ま
し
た
。

　

二
月
十
二
日
の
「
風
流
踊
」
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
登
録
記
念
事
業
「
フ
ィ
ル

ム
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
で
は
、
昨
年
度
と
同

様
に
染
織
を
テ
ー
マ
と
し
、
「
江
戸
時
代

の
紅
花
栽
培
と
福
島
県
内
の
『
風
流
踊
』
」

の
報
告
や
、
構
成
要
件
の
「
風
流
踊
」
の

記
録
映
像
「
端は

ぬ縫
い
の
ゆ
め
―
西に

し

馬も

な

い

音
内

盆
踊
り
―
」
や
「
み
ち
の
く
の
鬼
た
ち
―

鬼
剣
舞
の
里
―
」
を
上
映
し
ま
し
た
。

　

資
料
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
完
全
事
前
予

約
制
で
の
対
応
と
な
り
ま
し
た
。
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